
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

（
第
九
〇
五
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 63 号

平成 15 年

8 月12日（火曜日）

一

告
　
　
示

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

個
人
情
報
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

一

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

四

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

○
同
一
敷
地
内
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
の
認
定
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

五

公
　
　
告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

公
安
委
員
会
規
則

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

六

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
の
公
表

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

表
行
政
書
士
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

育
休
任
期
付
職
員
登
　
総
合
順
位
　
　
　
　
　
　
最
終
合
格
発
表
の
日
　
総
務
部
行
政
企
画
課
　
　

録
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
一
月
間
　
　
　
　
（
た
だ
し
、
看
護
師
、

診
療
放
射
線
技
師
、

理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
視
能
訓
練

士
、
言
語
聴
覚
士
、

臨
床
工
学
技
士
に
つ

い
て
は
、
健
康
福
祉

部
県
立
病
院
・
施
設

経
営
課
）

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

丸
亀
市
中
津
町
1676番

地

株
式
会
社
伏
見
製
薬
所



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

（
第
九
〇
五
五
号
）

二

代
表
取
締
役
　
伏
見
　
豊

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

丸
亀
市
中
津
町
1676番

地

株
式
会
社
伏
見
製
薬
所
本
社
工
場

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設

有
効
容
量
４
　
　
12基

許
可
後

許
可
後
１
週
間

完
成
後

24時
間
連
続
使
用

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

６
～
８

６
～
８

4,616
4,616

13,934
13,934

１
１

3.5
3.5

0.4
0.4

７
８

汚
水
等
は
、
排
水
処
理
施
設
に
て
処
理
後
、
丸
亀
市
下
水
道

へ
放
流
さ
れ
る
。

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設

２
　
／
時
　
２
基

許
可
後

許
可
後
１
週
間

完
成
後

８
時
間
連
続
使
用

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

６
～
８

６
～
８

20
20

１
１

１
１

３
３

0.3
0.3

７
８

汚
水
等
は
、
排
水
処
理
施
設
に
て
処
理
後
、
丸
亀
市
下
水
道

へ
放
流
さ
れ
る
。

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工
工
事
着
手
予
定
年
月
日

排
水
処
理
施
設

250
／
日

汚
水
等
の
処
理
方
式

脱
窒
＋
活
性
汚
泥
処
理

既
設



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

（
第
九
〇
五
五
号
）

三

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指

定

年

月

日
　
　
　
名
　
　
称
　
　
開
　
設
　
者
　
　
　
　
所
　
　
　
在
　
　
　
地

平
成
一
五
、
五
、
一
二
　
　
ふ
じ
い
歯
科
ク
　
藤
井
　
久
俊
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
三
三
二
　

リ
ニ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
番
地

平
成
一
五
、
六
、
二
　
　
　
医
療
法
人
優
心
　
医
療
法
人
優
心
　
三
豊
郡
豊
中
町
大
字
笠
田
笠
岡
三

会
豊
中
大
塚
歯
　
会
　
　
　
　
　
　
〇
三
一
番
地
四
笠
田
ハ
イ
ツ

科
医
院

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
〇
〇
〇
一
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
株
式
会
社
大
讃
総
業
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
八
九
一
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
八
月
一
日
　
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
元
二
〇
〇
四
番
地
二

元
二
〇
〇
四
番
地
二

三
七
〇
〇
〇
一
　
ほ
た
る
の
里
訪
問
介
　
特
定
非
営
利
活
動
法
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
九
〇
一
　
護
事
業
所
　
　
　
　
　
人
あ
じ
さ
い
の
会
　
　
八
月
一
日
　
　
介
護

一
二
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

分
一
二
八
四
番
地
一
　
居
三
二
九
九
番
地
五

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

変
更
な
し

（
備
考
）
今
回
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
か
ら
生
じ
る
汚
水
は
、
排
水
処
理
施
設
に
て
処
理
後
、
丸

亀
市
下
水
道
へ
と
放
流
さ
れ
る
た
め
、
本
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及

び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
８
月
12日
か
ら

平
成
15年
９
月
２
日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

丸
亀
市
生
活
環
境
部
生
活
環
境
課

期　等

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

既
設

既
設

連
続
24時
間

7.0～
8.5

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

処
　
理
　
前

3,196

17627

19,000

0.0175

7.0～
8.5

3,300

20030

20,000

0.05

250

7.5～
8.5

処
　
理
　
後

200

122

150

15014

190

7.5～
8.5

250

200

280

18016

250

処
理
水
は
、
丸
亀
市
下
水
道
へ
放
流
さ
れ
る
。

指
定
事
業
所

番
　
　
　
　
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
　

在
　

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所
　
　
在
　
　
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

（
第
九
〇
五
五
号
）

四

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
〇
〇
〇
二
　
知
的
障
害
者
入
所
更
　
社
会
福
祉
法
人
鵜
足
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
一
一
一
　
生
施
設
高
瀬
荘
　
　
　
津
福
祉
会
　
　
　
　
　
四
月
一
日
　
　
入
所

三
五
　
　
　
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
佐
股
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜

乙
四
二
五
―
三
　
　
　
五
番
丁
五
三
―
一
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
知
的
障
害
者
通
所
更
　
社
会
福
祉
法
人
鵜
足
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
一
四
一
　
生
施
設
高
瀬
荘
　
　
　
津
福
祉
会
　
　
　
　
　
四
月
一
日
　
　
入
所

三
九
　
　
　
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
佐
股
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜

乙
四
二
五
―
三
　
　
　
五
番
丁
五
三
―
一
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
知
的
障
害
者
入
所
授
　
社
会
福
祉
法
人
鵜
足
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
一
七
一
　
産
施
設
高
瀬
荘
　
　
　
津
福
祉
会
　
　
　
　
　
四
月
一
日
　
　
入
所

三
二
　
　
　
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
佐
股
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜

乙
四
二
五
―
三
　
　
　
五
番
丁
五
三
―
一
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
株
式
会
社
大
讃
総
業
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
八
九
一
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
八
月
一
日
　
　
介
護

一
三
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
元
二
〇
〇
四
番
地
二

元
二
〇
〇
四
番
地
二

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
〇
〇
〇
三
　
知
的
障
害
者
通
所
更
　
社
会
福
祉
法
人
鵜
足
　
平
成
十
五
年
　
児
童
短
期
入
所

〇
〇
〇
一
四
一
　
生
施
設
高
瀬
荘
　
　
　
津
福
祉
会
　
　
　
　
　
四
月
一
日

三
八
　
　
　
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
佐
股
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜

乙
四
二
五
―
三
　
　
　
五
番
丁
五
三
―
一
一

三
七
〇
〇
〇
三
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
株
式
会
社
大
讃
総
業
　
平
成
十
五
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
八
九
一
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
八
月
一
日
　
　

一
二
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
元
二
〇
〇
四
番
地
二

元
二
〇
〇
四
番
地
二

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
岩
崎
高
松
線
（
百
六
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

指
定
事
業
所

番
　
　
　
　
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
　

在
　

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所
　
　
在
　
　
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
事
業
所

番
　
　
　
　
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
　

在
　

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所
　
　
在
　
　
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
一
小
路
八
一
八
番

二
地
先
か
ら

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
一
小
路
八
〇
八
番

三
地
先
ま
で 区

　
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇

〜
一
九
・
四

二
三
九

延
　
　
　
長

（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
三
百
十
八

号
で
変
更
し

た
区
域

備
　
考



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

（
第
九
〇
五
五
号
）

五

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
原
田
琴
平
線
（
二
百
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
認
定
番
号
　
第
一
号

二
　
認
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
八
月
四
日

三
　
公
告
対
象
区
域
を
公
告
し
た
告
示
　
平
成
十
四
年
香
川
県
告
示
第
五
百
七
十
号

関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
一
号

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
区
名
　
　
　
　
工
事
完
了
年
月
日
　
　

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）
た
め
池
等
　
泥
池
地
区
　
　
　
　
平
成
一
五
、
三
、
一
五

整
備
工
事
（
一
般
型
）

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）
た
め
池
等
　
西
村
池
地
区
　
　
　
平
成
一
五
、
五
、
二
八

整
備
工
事
（
都
市
型
）

●
香
川
県
公
告
第
五
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
財
田
地
区
）
計
画
を
平
成
十
五
年
八
月
四
日
変
更

し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
財
田
町
事
業
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
八
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
大
町
字
中
代
一
六
三
〇
―
三

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
大
町
一
五
三
〇
番
地
一

藤
井
　
一
伸

公

告

丸
亀
市
田
村
町
八
七
〇
番
一
地
先
か
ら

丸
亀
市
田
村
町
八
六
九
番
三
地
先
ま
で

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二

〜三
・
二

七
〇

延
　
　
　
長

（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
七
百
八
十

八
号
で
変
更

し
た
区
域

備
　
考



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

（
第
九
〇
五
五
号
）

六

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
中
「
財
務
省
印
刷
局
長
が
定
め
る
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
26号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
15年
８
月
12日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
　
健
康
福
祉
部

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
14年
度

３
　
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

中
讃
福
祉
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
14日

西
讃
保
健
福
祉
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
15日

保
育
専
門
学
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

〃
セ
ン
タ
ー
身
体
障
害
者
相
談
所

中
讃
保
健
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
17日

中
讃
保
健
所
坂
出
支
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

中
讃
保
健
所
琴
平
支
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

食
肉
衛
生
検
査
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
18日

子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
21日

知
的
障
害
者
相
談
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

斯
道
学
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

東
讃
保
健
福
祉
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
４
月
24日

川
部
み
ど
り
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

健
康
福
祉
総
務
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
８
日

長
寿
社
会
対
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

子
育
て
支
援
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

障
害
福
祉
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
９
日

医
務
国
保
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

薬
務
感
染
症
対
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

生
活
衛
生
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
５
月
12日

県
立
病
院
・
施
設
経
営
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

医
療
短
期
大
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
15年
６
月
26日

亀
山
学
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

４
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

（
第
九
〇
五
五
号
）

七

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

別
居
の
親
を
扶
養
親
族
と
し
て
認
定
す
る
場
合
に
は
、
収
入
状
況
に
関
す
る
証
明
書
等
同
居
の

場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
書
類
に
加
え
、
別
居
の
理
由
及
び
扶
養
の
方
法
を
具
体
的
に
記
載
し
た
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
運
用
上
の
要
件
で
あ
る
親
へ
の
仕
送
り
額
が
親
の
収

入
額
全
体
の
３
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
見
受
け

ら
れ
た
の
で
、
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

（
保
育
専
門
学
院
）

イ
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

自
動
車
で
通
勤
す
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
通
勤
距
離
の
認
定
を
誤
っ
て
い
る

も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
精
査
の
う
え
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
保
育
専
門
学
院
）

ウ
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

休
日
に
新
た
に
８
時
間
未
満
の
勤
務
を
命
じ
る
場
合
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
内
の
勤
務

に
つ
い
て
は
休
日
給
を
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
の
勤
務
に
つ
い
て
は
支
給
割
合
100分

の
135の

超

過
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
と
こ
ろ
、
誤
っ
て
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
行
い
、
勤
務
を

割
り
振
ら
れ
た
４
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
時
間
に
つ
い
て
支
給
割
合
100分

の
125の

超
過
勤
務

手
当
を
支
給
し
て
い
る
の
で
、
超
過
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る

と
と
も
に
、
休
日
給
を
追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。（
東
讃
保
健
福
祉
事
務
所
）

エ
　
児
童
福
祉
業
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

月
額
で
支
給
さ
れ
る
児
童
福
祉
業
務
手
当
は
、
６
日
（
週
休
日
及
び
休
日
を
除
く
。
）
以
上
勤

務
し
な
か
っ
た
場
合
、
日
割
計
算
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
週
休
日
の
割
振
り
変
更
に
よ
り
当
該
月

の
勤
務
を
要
す
る
日
数
が
増
加
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
考
慮
せ
ず
に
日
割
計
算
を
し
た

こ
と
か
ら
、
手
当
額
を
誤
っ
て
支
給
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。
（
亀
山
学
園
）

オ
　
県
内
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

平
成
14年
４
月
分
か
ら
平
成
15年
１
月
分
ま
で
の
職
員
全
員
の
県
内
旅
費
の
支
給
事
務
が
滞
り
、

平
成
15年
４
月
に
支
払
わ
れ
た
。（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し
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